令和８年度第1回瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会　議事録

◇日時：令和８年５月２９日（金）　午前１０時３０分～正午
[bookmark: _GoBack]◇会場：市役所４階庁議室
◇出席者：（順不同敬称略）
＜審議会委員＞　　伊藤静香　吉見友希　橋本美香　石塚大祐　林洋子　横井寿史　
余語修一郎　鈴木かおり　加藤佐紀子　萱岡愛　西尾綾香
大森雅之
＜事務局＞　　　　瀬戸市多様性協働課　４名
プラン策定支援受託業者　株式会社サーベイリサーチセンター名古屋事務所
◇欠席者：田中綾　木村愛子


■次第１　開会（市長あいさつ）

■次第２　委員委嘱（委嘱状交付・名簿配布）
	・資料１－１「令和８年度瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会名簿」
	・資料１－２「令和８年度女性活躍推進及び男女共同参画庁内会議名簿」
（委嘱状机上配布）
（委員自己紹介）

■次第３　会長・副会長選出
（会長に横井寿史氏、副会長に橋本美香氏が推薦された。双方共に、委員の拍手をもって承認された。）

■次第４　諮問
	・資料２－１　第３次瀬戸市女性活躍推進計画・第５次瀬戸市男女共同参画プラン（仮称）に
ついて（諮問）（写）
	・資料２－２　諮問の概要について
（市長退席）
（諮問書（写）を各委員へ配布）

■次第５　協議事項
協議事項１　「誰もが輝くトライアングルプランⅣ」に基づく進捗状況について
【会　長】本日の協議事項は２点でございます。１点目「誰もが輝くトライアングルプランⅣ」に基づく進捗状況について、事務局より報告をお願いします。
【事務局】（資料３－１、３－２、３－３に沿って説明）
【会　長】ありがとうございました。ただ今の報告に関してご質問等ありますでしょうか。
【委　員】（資料３－２、事業番号）30番について年３回ということですが、参加人数はどれぐらいになりますか。
【事務局】１人50分で１日３枠（３名）なので、令和７年度は全部で９名の方にご利用いただいたということになります。
【委　員】９名で足りないということはありますか。
【事務局】すぐに埋まっており、かなり需要があるかと思われるので、できる限りやっていきたいと思っております。
【委　員】すぐに満席になったということですが、人数の増加などは検討されていますか。
【事務局】令和９年度以降、回数の増加が可能であるかを「ママ・ジョブ・あいち」さんと検討させていただきたいと思います。
【委　員】この資料（３－２）ですが、端にページ数を入れていただけると見やすいと思います。
【委　員】こちらの資料（３－３）はＷＥＢでも見られますか。
【事務局】瀬戸市のホームページで公開しております。
【委　員】紙媒体ではどこに何部ぐらい配布されていますか。
【事務局】令和７年度は800部をライフ・ワーク・バランス推進宣言事業所等に配布し、その他では市の公共施設にも置かせていただいております。
【委　員】先ほどの（資料３－２、事業番号）30番の件ですが、こういった取組の結果、実際に就職に至ったというところまでは分かりますか。やることが目的になってしまっていないでしょうか。
【事務局】そちらの部分については手元に資料がございませんので後日回答させていただきます。
　　　　　（実施日から６か月後に、利用者の就労状況を追跡調査しておりますが、相談直後のアンケートにおいて「６か月後の追跡調査への協力に同意された方」のみが対象となっており、令和７年７月実施分については回答が得られず、令和８年１月及び３月に実施分にいては、今後調査予定となっております。）
【会　長】また分かり次第、何らかの形で共有してください。
【会　長】事前に質問させていただいておりました小学生の学童クラブの現況について分かれば教えていただきたいです。
【事務局】瀬戸市の放課後児童クラブは市内に24箇所ございまして、令和７年度は1,058名の方に利用していただいております。待機児童はおらず、いずれかの施設に入っていただける状況ですが、第１希望に必ず入れるということではありません。
【委　員】瀬戸市の学童は瀬戸市が経営しているのですか。それとも民間の経営ですか。
【事務局】学校内で行っている、市の委託を受けたＮＰＯ法人等がやっているものが７つございまして、残りの学校外の１７の施設は市の補助を受けたＮＰＯ法人等がやっている状況でございます。
【委　員】１７の施設は民間で、学童を利用している保護者の負担によって経営しているということですか。市の委託を受けていない学校外の施設でも、市の委託を受けている学校内の施設と同じぐらいの援助を受けて運営ができているのでしょうか。そこに差があると、住んでいる地区によって保護者の負担に差ができてしまうと思います。
【事務局】次回の会議の時に調べて回答させていただきます。基本的には同じ条件で預けていただける体制にしておりますが、運営しているＮＰＯ法人が複数ありますので、一度、現場の方には確認をさせていただきます。
【委　員】学童の指導員の方たちがどういう資格を持っているのか、どういう研修を受けているのかも次回ご報告いただきたいです。各地で指導員をされている方の悩みをうかがっておりまして、指導員の働きやすさや児童への対応についての研修になどについて苦慮されています。保護者が安心して子どもを預けていくという意味では、この辺りの下支えが大変大事なことであると思いますので、女性の参画というところから少し外れるかもしれませんが、お知らせいただければと思います。
【委　員】前回、ライフ・ワーク・バランスのバッジがあっても評価されない、インセンティブに繋がらないというお話があったと思いますが、事業番号９で加点項目として追加と書いてありました。実際にメリットなどがあると企業としては取り込む際に前向きになってくれると思うので、下駄を履かせる形にはなりますが、瀬戸市がライフ・ワーク・バランスや男女のバランスを重視して具体的な形に落とし込もうとしているところが良いと思いました。また、冊子を見ていて、「理系で輝く女性」ということで、理系もですが、資格についても若い女性や子どもにも考えてもらうことも良いと思いました。私も不動産鑑定士の資格があり、資格があることによって独立し、今ここに参加できています。資格を持つということは、企業ではなく自分自身に力があるという状態になるので、いろいろな資格業に女性がいることによって社会も良くなると思うし、企業に身を置くか個人で独立してやっていくかというように選択肢も増えます。子どもを産んでから資格を取るのは大変なので、若い学生のうちから資格取得を進めていくのも良いのでは思います。
【会　長】ありがとうございます。事業番号９の公共工事の部分ですが、宣言企業に登録した企業が加点されるという形でしょうか。
【事務局】登録する際にこういったことをやっているということであれば、宣言企業でなくてもそれが評価価値として認められ加点されます。
【会　長】それであれば宣言した企業に加点する方式にした方が、企業数を増やせるのではないでしょうか。名古屋市でも女性活躍推進事業認定制度があり、認定されると加点される仕組みで、ただ良し悪しもあり、建設業ばかりが応募してくるということで名古屋市が苦慮しているというところもありますが、加点するのであれば、せめて宣言ぐらいはして頂いてもいいのではないかと思いました。
※事務局注：後日確認したところ、瀬戸市の総合評価落札方式における加算については、愛知県の「女性の活躍促進宣言」が必要となります。

協議事項２　次期プランの体系（案）について
【会　長】協議事項（２）次期プランの体系（案）について、事務局より説明をお願いします。
【事務局】（資料４に沿って説明）
【会　長】ありがとうございます。これを骨格として細かい議論をしていくことになります。皆様から様々なご意見を賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。
【委　員】次期プランにおける改正のポイント２で、審議会等に占める委員に占める女性割合が他の地域と比較して低いとなっていますが、現状どのぐらいの割合ですか。
【事務局】令和７年度の審議会等に占める委員に占める女性割合は、瀬戸市が27.8％であるのに対して愛知県が35.3％、全国が42.9％となっております。
【委　員】新規となっている「困難な問題を抱える方への包括的支援」について詳しく教えていただけますか。
【事務局】こちらは「困難な問題を抱える女性支援基本計画」が策定された関係で新規で入れたものであり、基本的には女性の悩み事相談を主として考えている項目です。
【委　員】「困難な問題」というのが、身体的困難や精神的困難、金銭的困難など幅が広すぎて、男女共同参画と繋がりにくいイメージがあるので、もう少し表現の仕方を分かりやすくした方がいいのではないでしょうか。
【委　員】これが法律の名前になっているのですね。２年前に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援法）」があり、ここで大要や制度の仕組みが決められ、その実現化のために基本計画が策定され、施策となり実行されるようになってきています。
【委　員】これを「困難な女性」としてしまうと問題がありますか。
【委　員】「困難な女性」という括りの法律です。
【委　員】（２）は困難な女性、困難な女性等といった表現にすると、男女共同らしさが出るのではないでしょうか。
【事務局】「困難な問題を抱える女性への包括的支援」の方が良いでしょうか。
【委　員】その方が男女共同参画という枠においては分かりやすいと思います。
【委　員】法律がそのようになっていて従来の女性を保護対象とするところから女性の自立支援に趣旨が大きく変わったということで、この後に順番に啓発されていくことはあると思います。
【委　員】重点目標ⅣはＤＶ防止対策基本計画と困難な問題を抱える女性支援基本計画を兼ねるということですよね。本来なら別々の計画を作らなければいけないけれども1つにまとめているということで、困難な問題を抱える女性支援基本計画の１つとしての困難な問題を抱える方への包括的支援として考えれば分かりやすいとは思います。
【委　員】地域の中でこの法律の活かし方を考えた時に、女性のキャリアアップや、経済的に力をつけて男性にも人にも依存せず自分で生きていけるというまちづくりが必要です。それを応援できるような機会や施策があることや、若年からの意識啓発は大事ですが、現実に必要とする人達もいます。根幹にあるのは経済的な困窮だと思うので、キャリア相談も活かしながらキャリア形成をうまくやっていけるといいかなと思います。
【会　長】具体的な施策の中では男性向けの支援も含まれてくるのを意図して「困難な問題を抱える女性」ではなく「困難な問題を抱える方」としているのですか。
【事務局】基本的には女性を対象にしています。国の新法を意識した内容になっているので、「女性」という記載が適切だと思います。男性については他の相談窓口もありますので、今回推進するのは女性ということになります。
【会　長】では「女性」という形でお願いします。その他いかがでしょうか。
【委　員】現行プランに比べて具体的になっているので分かりやすいと感じました。新たにwell-beingやサステナという言葉が出てきているので、目新しいキーワードとしてプランに入れていってもいいと思います。また、女性が自立することが大事だという話がありましたが、瀬戸市の第６次総合計画でも「自立」という言葉を掲げているので、こういった上位の計画や他の市の取組と紐づけをした方が一体感が出ると思います。
【事務局】well-beingについては大きなポイントだと認識しています。今まで基本理念では「個人の能力が発揮でき」となっていたところを「誰もが自分らしく」という表現に変更しましたが、ここは軸になりますので今後の施策に反映させていきたいと考えております。また、化学変化、お互いに認め合う、お互いに高めあうという視点も大事にしていきたいと考えています。
【会　長】先ほどwell-beingという言葉をどこかにキーワードとして入れていくという話がありましたがどうでしょうか。
【事務局】国の動きとともに将来計画でwell-beingを入れこもうとしているので、一貫した考え方のもとでやれるのではないかと思っています。大事なのは中身ですので、このプランの中でもwell-beingをどう捉えてどう実現していくかが肝になってくると思いますが、国を通じた共通のキャンペーンとして使う言葉は大切にして、イメージを持っていただけるように盛り込んでいきたいと思っております。
【副会長】重点課題の６番目の性の多様性に関する理解促進と環境整備が増えているのが良いと思いました。先日も名古屋でＬＧＢＴＱのパレードがありましたが、色々なところで理解を深めていくことが大事である中で、子どもの頃から教育を進めていくことでこれが当たり前であると教えていくことが大事です。特別視されていると発信しづらいので、そういったところにも目を向けると変わっていくと思うのですが、教育の部分についてはどうでしょうか。
【事務局】「ＮＰＯ法人ＡＳＴＡ」さんにご協力いただいて、職員向けの研修を今年も予定しています。企業向けは令和６年にやりました。小学校の授業の中でもやっていけないかと今後先生とも相談しております。
【委　員】昨年度、人権週間の特別授業として小学校でＬＧＢＴＱとジェンダーフリーの講義をさせていただく機会がありました。意識してもらう語りかけの場としては、クラスの授業でなくても、特別授業等を活用していけばいいと思います。
【委　員】その時の子どもの反応はどうでしたか。
【委　員】子どもはとてもフランクです。校長先生とお話しさせていただきましたが、子どもたちはジェンダーフリーもＬＧＢＴＱも大きな問題として捉えていないと仰っていました。子どもがジェンダーフリーのまま大人になっていける環境であることが大事だと思います。
【事務局】最近の子どもたちのＬＧＢＴＱへの向き合い方について、現場ではどう考えていますか。
【委　員】学校の取組によっても違いますが、聞けば子どもたちは素直に取り入れてくれると思いますので、どこに取り入れるかを考えています。学級活動の授業の中で実際に来てもらって触れ合えることがあれば印象が違ってくると思うので、入れていけるといいと思います。ただ、そこまで進んでいるかというと、資料で勉強はするが、年間1時間ぐらいしかないので、総合的な学習の時間などに広げていくなど、どこかで切り込んでいく必要はあります。
【委　員】今回のプランがすっきりしたことと、重点目標Ⅰで男女共同参画に向けた意識改革を持ってきており、意識を変えていくということを大事にしていることは分かりましたが、健康関連や高齢者、障害福祉、子育てに関する施策を外しました。男女共同参画やジェンダー平等は本来ならば総合計画に入れるべきというぐらい、すべての施策に対して横串を指して、ジェンダー平等な支援を持って進めていくべきもので、男女共同参画プランだけをしっかりやればいいということではない筈です。これまでプランを立てることで意識をしてもらったり、プランの中に施策を入れてどれだけ進捗できたかを考えるのも大事だったと思うのですが、今回外された施策については男女共同参画の視点を持った施策を福祉課などの関係課にどのように働きかけていきますか。
【事務局】瀬戸市では政策会議をはじめ、横串を刺すような会議体を持っておりますので、そこで進めていきたいです。アンケート結果から子育て、介護を中心に他部署と連携を図りながら情報共有を図っていきたいと思います。
【事務局】審議会に先立って庁内会議がございまして、その場で「すべての施策に魂を込めてやっていただくことが本来の目的である」ということを申し上げました。経営会議のメンバーは男女共同参画の庁内会議のメンバーとして入っておりますので、すべての施策にそこが落とし込まれているかということは確認させていただいているところです。
【会　長】基本的な考え方について、現行プランだと「機会の確保」というキーワードがあるが、今回はなくなっています。多様な生き方の選択肢は機会が無ければ選択すらできないと思うと、「機会の確保」という文言はあった方がいいと感じましたがいかがでしょうか。
【事務局】まだまだ機会の確保が足りないということであれば入れるべきと思います。機会の確保が当たり前の段階になれば、わざわざ書く必要もないと思いますが、まだまだ機会が足りないということを推していくのであれば、文言を残していく必要があると思います。
【会　長】平等に機会が訪れているのかというと、まだまだそうではないと感じます。どこに文言を入れるかは事務局にお任せします。

■次第６　その他
【会　長】事務局から連絡事項がありましたらお願いします。
【事務局】次回の審議会については7月28日（火）午前10時30分から庁議室にて開催します。また、直近の事業のＰＲとして、机上にチラシを置かせていただいておりますが、7月11日に男性家庭参画セミナーを実施いたします。ぜひ皆様の周りにもご周知いただけますと幸いです。
【会　長】ありがとうございました。本日の議事はこれで終了といたします。
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